
児童養護施設の形態と小規模化の必要性

児童養護施設のフ割が大舎制。 また、定員100人を超えるような大規模施設もある。

①大舎0中舎0小舎の現状、小規模ケアの現状
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保有施設数

(N=489)

施設数 370 95 114 212 111 55

% 75.8 19.5 23.4 43.4 22.7 11.3

舎数 476 220 444 212 116 98

一舎あたり

定員数
平 均 45.65 15.43 8.82 7.27 5.99 6.06

―舎あたり

在籍児童数
平 均 42.09 14.46 8.36 7.14 5.81 5.58

職員一人あたり
児童数※

平 均 4.43 3.91 3.39 3.08 2.75 2.59

※ 社会的養護施設に関する実態調査 (平成20年 3月 1日 現在)、 調査回答施設数489
※「職員 1人当たり児童数」は、週40時間に換算したもの。施設においては休日、夜間

の対応も行われていることに留意する必要がある。

※「大舎」 :1舎 当たり定員数が20人以上、「中舎」 :同 13～ 19人、「小舎」 :同 12人以下

※ 例えば、大舎の寮の中に小規模グループケアのユニットがある場合、小規模グループ
ケアによる定員、在籍児童数は大舎の定員、在籍児童数からは除かれている。

②定員規模別施設数

定員 施設数

～  20 7  (1.2%)

～  30 51  (9.0%)

～  40 83  (14.6%)

～  50 128 (22.5%)

～  60 89  (15.6%)

～  70 74  (13.0%)

～  80 50  (8.8%)

～  90 35  (6.2%)

～ 100 20
０
０ 5%)

～ 110 13 (2. 3%)

～ 120 7   (1. 2%)

～ 150 6   (1. 1%)

151～ 6  (1.1%)

総 数 569 (100%)

社会福祉施設等調査  V
(平成20年 10月 1日 )




